
債 券 内 容 説 明 書 

令和 3 年 12 月 10 日 

第 30 回沖縄振興開発金融公庫債券 

（サステナビリティボンド）



 

1．  本債券内容説明書(以下「本説明書」という。)において記載する「第30回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナ

ビリティボンド)(以下「本債券」という。)」は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)(以下「公庫法」とい

う。)第27条第1項の規定に基づき、主務大臣(内閣総理大臣及び財務大臣)の認可を受けて、沖縄振興開発金融

公庫(以下「当公庫」という。)が発行する債券です。 

 

2．  本債券は、政府保証の付されていない公募債券(財投機関債)です。 

 

3．  本債券については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第3条が適用されることから、同法第2章の規定は

適用されず、その募集について同法第4条第1項の規定による届出は必要とされておりません。 

本説明書は、本債券に対する投資家の投資判断に資するために、当公庫の事業、財務の内容等について公庫

法及び公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)(以下「予決法」という。)に定める財務諸表、附

属明細書、業務報告書等の資料をもとに当公庫が任意に作成したものであり、金融商品取引法第13条第1項の規

定に基づく届出目論見書ではありません。 

その他本債券の詳細については、本説明書の募集要項を併せてご覧ください。 

 

4．  当公庫の財務諸表は、公庫法、予決法、関係政省令及び告示に基づき、「特殊法人等会計処理基準」(昭和62

年10月2日財政制度審議会公企業会計小委員会報告)に準拠して作成し、当公庫の監事が監査を行い、財務大

臣の承認を受けたものです。 

また、令和元年度（自 平成31年4月1日 至   令和2年3月31日）、令和2年度（自 令和2年4月1日 至 

令和3年3月31日）につきましては、上記財務諸表に加え、「行政コスト計算財務書類」を本説明書において参考情

報として記載しております。「行政コスト計算財務書類」に含まれる民間企業仮定貸借対照表及び民間企業仮定損

益計算書等の財務諸表は、「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針」(平成13年6月19日財政制度等審議

会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計小委員会報告)にしたがい、当公庫が民間企業として活動

を行っていると仮定して企業会計原則に準拠した会計処理に則って作成されたものです。 

上記2種類の財務諸表は、いずれも金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく公認会計士又は監査法

人による監査証明は受けておりません。 

 

 本説明書に関する連絡先 

   東京都港区西新橋二丁目1番1号(興和西新橋ビル10階) 

   沖縄振興開発金融公庫 経理部資金課 

   電話番号 03 (3581) 3246  
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